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定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年９月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 10 月 26 日開催予定の

第 36 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記 

１． 変更の理由

（1）公告方法の変更

周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せて

やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める

ものであります。

（2）取締役の任期

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制を確立するため、

取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の

規定を削除するものであります。

２． 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
     (下線部分は変更箇所)

現 行 定 款 変  更  案

第１章  総則

（公告方法）

第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載し

て行う。

第４章 取締役および取締役会

（任期）

第20条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。

② 増員により、または補欠として選任さ

れた取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満

了すべき時までとする。

第１章  総則

（公告方法）

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、

日本経済新聞に掲載して行う。

第４章 取締役および取締役会

（任期）

第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。

(削除) 



 

３． 日程 

 取締役会決議   2021 年 ９月 15 日 

 株主総会開催日 2021 年 10 月 26 日 
以 上 


